
 

行田羽生資源環境組合個人情報の保護に関する法律施行条例 

令和５年２月１日 

条例第１号 

行田羽生資源環境組合個人情報保護条例（令和４年条例第８号）の全部を改正す

る。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員を

いう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保

護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。第８条第２項において「令」

という。）で使用する用語の例による。 

 （個人情報取扱事務登録簿） 

第３条 実施機関は、個人情報取扱事務（継続的に又は反復して個人情報を取り扱

う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利

用し、又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。）

に当たり、次に掲げる事項を記載した帳簿（以下この条において「個人情報取扱

事務登録簿」という。）を備え付けなければならない。 

 ⑴ 個人情報取扱事務の名称 

 ⑵ 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称 

 ⑶ 個人情報取扱事務の目的又は概要 

 ⑷ 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数 

 ⑸ 取り扱う個人情報の項目 

 ⑹ 取り扱う個人情報の収集方法 

 ⑺ 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無

及びその内容 



 

 ⑻ 取り扱う個人情報の保存の形態 

 ⑼ 要配慮個人情報（法第２条第３項の要配慮個人情報をいう。）を取り扱うと

きはその旨 

 ⑽ 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個

人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登

録した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃

止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から

抹消しなければならない。 

４ 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

 （個人情報保護責任者） 

第４条 実施機関は、法第５章第２節に規定する個人情報等の取扱いを適正に行う

ため、個人情報保護責任者を定めなければならない。 

 （開示請求の手続） 

第５条 自己を本人とする保有個人情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）

をするときは、開示請求書に法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で

定める事項を記載し、実施機関に対し請求することができる。 

 （開示の決定等の期限） 

第６条 開示の決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して１４日以内にし

なければならない。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。こ

の場合において、実施機関は、開示請求をした者（次条において「開示請求者」

という。）に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知し

なければならない。 

 （開示決定等の期限の特例） 



 

第７条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった

日の翌日から起算して４４日以内にその全てについて開示の決定等をすることに

より事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、前条の規定にかかわ

らず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期

間内に開示の決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示の

決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第１項に規定する

期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなら

ない。 

 ⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由 

 ⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

 （開示請求に係る手数料等） 

第８条 法第８９条第２項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料

とする。 

２ 法第８７条第１項の写しの交付（開示される保有個人情報が電磁的記録に記録

されている場合において、実施機関が定める開示の実施の方法として複製したも

の又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力した

ものの交付。以下この条において同じ。）により保有個人情報の開示を受ける者

は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を

令第２８条第４項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する

費用についても、同様とする。 

 （訂正請求の手続） 

第９条 自己を本人とする保有個人情報について事実に関する誤りがあると認める

ときは、訂正請求書に法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める

事項を記載し、実施機関に対し請求することができる。 

 （利用停止請求の手続） 

第１０条 自己を本人とする保有個人情報の利用の停止の請求をするときは、利用

停止請求書に法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記

載し、実施機関に対し請求することができる。 



 

 （実施状況の公表） 

第１１条 管理者は、毎年１回、各実施機関における個人情報の開示の実施状況を

取りまとめ、公表するものとする。 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（行田羽生資源環境組合個人情報保護条例の全部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日前にこの条例による改正前の行田羽生資源環境組合個人情

報保護条例（以下この項において「旧条例」という。）第１３条又は第２０条に

規定する請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、

利用の停止、削除又は提供の停止については、なお従前の例による。 


